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譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 

 

当社は本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度（ 以下「本制度」といいます。）の改定

について、2024年３月27日開催予定の第37期定時株主総会（ 以下「本株主総会」といいます。）に付議す

ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 本制度改定の理由 

 当社は、2022年３月24日開催予定の第35期定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取

締役及び社外取締役を除く、以下「対象取締役」といいます。）を対象として、当社の企業価値の持続的

な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、

対象取締役に対して本制度を導入すること、並びに本制度に基づき対象取締役に対する譲渡制限付株式に

関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、「毎期付与型株式報酬」（ 以下「毎期付与型」とい

います。）として年額40百万円以内、「一括付与型株式報酬」（ 以下「一括付与型」といいます。）とし

て年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）として設定すること、

及び対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は、毎期付与型として年２

万株以内、一括付与型として年10万株以内（ただし、当該株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とす

る当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含みます。）または株式併合が行われた場

合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調

整します。）等につき、ご承認をいただきました。 

今般、本制度の毎期付与型につきまして、人材紹介のプロフェッショナル集団としてサービス品質と収益

性の両面で世界一になることを掲げる当社の長期的な経営ビジョン「JAC as No.1」の推進にあたりグロー

バルな知見と経営経験を持つ優秀な人材の登用が不可欠になるとの認識から、海外の経営者に対する報酬

として広く活用されている株式報酬制度を当社取締役の報酬制度にも反映するべく、本日開催の取締役会

におきまして、その年額と割り当てる譲渡制限付株式の総数の改定を、本株主総会に付議することを決議

いたしました。 

 

２. 本制度改定の内容 

各事業年度の対象取締役報酬における株式部分の比率を引き上げるべく、毎期付与型の譲渡制限付株式

に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を現在ご承認いただいている「年額40百万円以内」か

ら「年額200百万円以内」に、また各事業年度において割り当てる同譲渡制限付株式の総数を現在ご承認い

ただいている「年２万株以内」から2024年１月１日付で実施した当社普通株式の分割を考慮して「年18万

6000株以内」に改定することのご承認を、株主の皆様にお願いするものであります。 
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